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処分の概要 利用許可の取消し等

例 規 名

根 拠 条 項

高根沢町仁井田体育館の設置及び管理に関する条例 第8条(第5条第2項及び指

定管理者条例第7条第2項において読み替える場合を含む。)

例 規 番 号 平成15年条例第20号

【基準】

第8条の規定による。

(許可の取り消し等)

第8条 利用者がこの条例に違反し、又は利用許可後前条各号に掲げる事由が生じたときは、

町長は利用の条件を変更し、又は停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

備考

設 定 年 月 日 令和7年3月27日 最終変更年月日 年  月  日


